
１　指定管理者

(1)　指定管理者 社会福祉法人　ともかわさき　（川崎市川崎区渡田1丁目１５番地５）

(2)　指定期間 平成１８年４月１日～平成２３年３月３１日

(3)　業務の範囲 ・居室その他の設備を利用させると共に、日常生活に必要な便宜を提供する業務

・管理施設等の維持管理に関する業務

・その他必要と認める業務

２　管理運営（事業執行）に対する評価

(1)　管理業務の実施状況
①

②

③

④

(2)　利用状況
①

②

利用者の処遇及び機
関連携

職員の確保及び研修

利用者の状況

行事等の実施状況

・10名が利用。
＜内訳＞◇男性５名・女性５名
　　　　　　◇A１：２名 ・ B１：４名 ・ B2：４名
　　　　　　◇20歳代１名・30代６名
　　　　　　　　・40代１名・50代以上２名
・20年度中の入退所はなかった。
・食事は月～金の夕食を提供

・事故防止のため、各種の点検及び操作確
認を行った。
・非常口・非常灯の点検を随時行った。
・事故・急患等の発生時用に連絡網を作成
している。

平成２０年度　三田福祉ホームの管理運営に対する評価について

　利用者の状況の変化があれば
地域移行等も検討し、必要な人が
公平に利用できるよう配慮するこ
と。

・10月　一泊旅行
・12月　大掃除・クリスマス会

　定例の行事であるが、利用者の
意見を取り入れての企画は評価で

・施設長（常勤１）・支援員（常勤１）・管理人
（常勤１）・調理員（パート１）を雇用し、年度
中の異動はなかった。
・法人職員の全体研修には、勤務と重なっ
たため参加せず。

安全管理への取り組
み

　利用者の居住場所であるため、
安全管理は不可欠であり、今後も
万全な対応を行うこと。

評価項目 平成２０年度管理運営の状況 評価及び指導

・非常・火災通報装置の保守点検及び害虫
駆除については、業務委託により対応した。
・消防用設備の保守・点検等を、基本法令
に基づき実施した。
・施設の小規模修繕を随時行った。

施設及び設備の維
持・管理

･利用者全員と面接を行い、個別支援計画
を作成した。
・成年後見制度を１０人中９人が利用し、財
産管理・身上監護等を依頼している。２０年
度中に1名が制度を開始。
・ケア会議を開催すると共に、後見人・障害
者生活支援センター・保健福祉センター・等
関係機関との連絡調整を密にし、情報交換
や各機関の役割の確認を行うことにより、利
用者の生活の充実を図ることができた。
・退職希望の利用者がいたため、就労援助
センターに相談して、退職と再就職先を援
助してもらい、再就職ができた。。

　専門業務については外部に委
託するなど、効果的な施設・設備
の管理を行っていることは評価で
きる。
　今後も安全性に充分配慮した管
理を行うこと。
　個別の面接に基づき支援計画を
作成し、成年後見制度の利用、ケ
ア会議の定期的な開催など、地域
全体で利用者の生活を支援する
ための調整を行っていることは評
価できる。
　今後も、利用者の状況の変化に
応じたきめ細かな対応を行うこと。

　毎年度、職員交代があり、利用
者にとっては不安な面があった
が、20年度は交代もなく、利用者と
の信頼関係がより築けたことは評
価できる。
　可能な限り研修を受講し、福祉
施設職員としての資質向上に努め
ること。
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(3)　収支状況
①　収支状況

収　入 円
円
円
円

支　出 円
円
円
円

差　額 円

(4)　その他
①　利用者からの意見・

要望等への対応

② 個人情報の保護

３　管理運営（事業執行）に対する全体的な評価

４　２1年度の管理運営（事業執行）に対する指導事項等

・利用者とは良好な関係が築けており、昨年度と同様の運営及び取り組みを実施すること。
・「福祉ホーム」は、障害者自立支援法に基づく共同生活援助（グループホーム）・共同生活介護（ケアホー
ム）と、単身生活との中間に位置づけられる、市内唯一の生活支援施設である。近年、利用者の入れ替わりが
なく、利用の定着という面では評価できるが、施設の公平性の視点から、個別支援計画作成の際にはさらなる
地域移行の可能性等についても考えていくこと。
・施設の老朽化に伴い、比較的大規模な修繕が必要な箇所が出てきているので、計画的に対処すること。

・行事や献立、役割分担を決める際などは
全員で会議を開催し、利用者の意見を取り
入れた。
・食事の場面など、日常生活の中で利用者
が集まる機会に、利用者からの意見も聴くよ
うに心がけている。
・苦情解決などのシステムを通した苦情・要
望などは特になかった。

･ケース記録等は鍵のかかる保管庫に収納
している。
・パソコンのＣＤ－ROM等は施設から持ち出
さないこととしている。

　収入が見込める事業ではないた
め、収支バランスに配慮し、安定
的な運営に努めること。

　少人数の特定の利用者が対象
であるが、今後も利用者の意見を
きく取り組みを行うこと。

　関係機関との連携の際にも個人
情報の照会の機会があるため、本
人同意等の手続きを今後も適切に
行うこと。

　１８年度の指定管理制度導入により運営法人が変更になった施設であるが、利用者との良好な関係が構築
できており、適切な利用者支援が継続できていることは評価できる。

18,588,522

・収入は、委託収入が７３％。支出は人件費
が経常活動支出の７０％以上を占める。
・支出超過を法人内の繰り入れで収支を合
わせている。

評価項目 平成２０年度管理運営の状況

・2月　　節分 きる。

評価及び指導

利用料
委託料
その他

人件費
18,068,031

3,123,938
13,679,000
1,785,584

13,108,060

4,026,415事業費
520,491

事務費 933,556
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